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① 沖水地区（都城市）
基盤整備と集落営農による
地域農業の発展

中山間地域における高冷地気候を
生かした施設野菜の産地形成

高収益作物等の拡大と農業法人の
新規参入を促進

山腹水路（世界農業遺産）の継承に
よる農村集落機能の強化

③ 七折地区（日之影町）

④ 柳の越地区（諸塚村）
やなぎのこえ

ななおれ

おきみず

すみよし

② 住吉地区（宮崎市）



基盤整備と集落営農による地域農業の発展 【沖水地区（都城市）】１

○ 古くからの共同の心を土台に、大区画化と集約化を進めながら複数の法人設立
○ 経営規模の拡大とブロックローテーション等で安定的な経営を実現
○ 女性の「技」を生かした加工品の製造販売等、農業への参加意欲や所得の向上を実現

● 不整形で狭小なほ場（１０ａ区画）
● 未整備の用排水路や農道

● 沖水地区の３集落で受託作業を中心とする任意組織が活動
● 任意組織では農地の集積、生産販売できない等の課題が発生

狭小なほ場（浮堀）

未整備の水路や農道（中川原）

未整備のほ場

集落営農の限界

区画整理、用排水路、農道整備 県営経営体育成基盤整備事業等（Ｓ５５ Ｈ２７）
公団営農用地総合整備事業（Ｈ８ １５）

幹線用排水整備 県営かんがい排水事業等（Ｓ５４ Ｈ８）
県営排水対策特別事業（Ｓ５５ ６０）

取
組
前

取
組
内
容

おきみず

○ 郷土料理等の加工販売を開始

きらり農場高木の耕作面積（ｈａ）

○ 稲ワラの供給や堆肥化
で地域内の耕畜連携に
取り組み、環境対策や
土づくり・畜産業との
連携体制を確立

堆肥化施設（下川原）

６次産業化の取り組み 耕畜連携

取
組
後 出典：総会資料より
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基盤整備の実施＜高木原＞

集落営農の組織化

Step２ （S62 ）

大正時代の開田地帯で、古
くから「地域の農業･農地は
地域全体で守る」という共同
の心が浸透していました。

○ 用水源を変更してパイプライン化し、安定した用水を確保
○ 区画整理による大区画化と農道や用排水路の整備

○ 農事振興会内に受託作業を中心とした組合を設立
→ 節水対策から徹底された水稲のブロックローテーションを
昭和の時代から実践（調整に多大な労力を費やした）

○ 高木原地区のほ場整備が進行して基盤整備の意識が向上
○ 先に完了した地区の成果を契機に、１集落１農場を目指して
次の整備地区に着手

→ 農道、排水路、堆肥化施設等様々な事業を導入

基盤整備の拡大＜下川原→中川原→浮堀＞

Step１ （S54 Ｈ４）

Step３ （Ｈ4 Ｈ２７）

作付面積の推移{主要品目}
（３法人計 ha）

これまで地域をまとめてきた農事振興
会が母体となったことで、地域の信頼を
得やすく、様々な意見に対し丁寧に粘り
強く説明を実施しました。

◆ 誰がどのように ･･･？

規模拡大ととも
に作付け品目も
増加

集落のみんなで農地を守り有効
活用しようとする機運が向上

きっかけ

整備後（浮堀）

大豆の収穫状況（きっとかな田）
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取
組
前

取

高収益作物等の拡大と農業法人の新規参入を促進 【住吉地区（宮崎市）】２

○ 畑かん営農の導入による作物の生産性及び品質の向上、高収益作物等の拡大
○ 幹線排水路の整備による湛水被害を解消
○ 農業法人や新規就農者などの新規参入を促進

地下水の水位低下と幹線排水路の断面不足

【畑地かんがい】
● ハウス園芸が盛んな地域であり、水源である井戸の老朽化等により維持管理に
係る労力及び費用が増大

● 一部地域において地下水位の低下や水質悪化があり、農業用水の確保に苦慮
● 露地野菜の農地には、かんがい施設が未整備であり、干ばつ被害が度々発生
【幹線排水路】
● 土水路の断面不足による湛水被害の発生

新規水源確保、パイプライン化 国営かんがい排水事業（S５３～Ｈ１６）
幹線排水路整備 県営畑地帯総合整備事業（Ｈ１７ ）

ハウス水源 湛水被害状況（農地）幹線排水路干ばつ被害（さといも）

すみよし

取
組
内
容

取
組
後

幹線排水路整備 県営畑地帯総合整備事業（Ｈ１７ ）

農業法人等の新規参入、６次産業化の促進 関係機関が連携した取組 (Ｈ１７ )

畑地かんがい施設の整備により、計画的な水利用が可能に

【主要作物】

○ 県外からの誘致が実現
→かぶちゃんファーム株式会社（長野県）
ライチ A=４０ａ 、パパイヤ A=３０ａ

〔ハウス〕しょうが、佐土原なす、日向夏
マンゴー、パパイヤ、ライチ

〔露 地〕原料用かんしょ 、にんじん、
だいこん、オクラ

ライチ整備されたビニールハウス

〔ハウス〕ピーマン、きゅうり、ミニトマト
〔露 地〕 たばこ、かんしょ、飼料

【高収益作物、加工・業務用野菜の拡大】

【新規参入】

農業法人数

Ｈ１７：３法人

Ｈ２８：５法人

本県では1.9％の農業法人が農業産
出額の34.9%を生み出しています。
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取
組
前

取

通水開始から８７年が経過しており、老朽化
による漏水等が頻繁に発生

山腹水路（世界農業遺産）の継承による農村集落機能の強化
【七折地区（日之影町）】

３

○ 農業用水を利用した小水力発電による、水路維持費の農家負担金軽減
○ 農業用水路の整備による、農業用水の安定供給と維持管理の軽減
○ 中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度を活用した、水路等の保全管理活動
○ 世界農業遺産の認定を契機とした、山腹水路等の継承とこれを活用した農村地域の発展

水路の老朽化と維持管理の増大

素掘りの隧道は落盤も多く、水路勾配もほぼ
レベルに近いため、すぐに土砂が堆積

●豪雨時には農地や人家等への土砂災害が懸念

小水力発電の効果

昭和５７年開始
年間約１億４千万
円の売電収入で受
益農家の負担金を
軽減

営農の状況

水稲と畜産を中心
に、ホオズキやラ
ナンキュラス等も
導入

ななおれ

用水路の整備 県営かんがい排水事業等 （Ｓ４５ Ｈ２４）取
組
内
容

取
組
後

水路等の保全管理の取組 中山間地域等直接支払制度（Ｈ１２ ）
多面的機能支払制度 （Ｈ２７ ）

農業水利施設の整備と地域資源としての保全管理体制強化

【営農規模】１０１ｈａ【水路延長】３４ｋｍ【組合員数】２９２名
【作 目】水稲、きゅうり、トマト、ホオズキ、ラナンキュラスなど

【維持管理費の軽減】
○ 水路トンネルの整備 → 落盤等による土砂堆積が減少
○ 施設の維持管理活動 → 多面的機能支払交付金等により、

定期的に保全管理活動を実施
【世界農業遺産の認定と継承】
○ 歴史ある山腹水路や棚田などの資源と伝統的な農法・文化を
地域住民が保全・継承してきたことが評価される

→ 高千穂郷・椎葉山地域が「世界農業遺産」に認定
○ 認定を契機とした地域のさらなる発展
→ 継続的な地域資源の保全管理体制の構築

◆日之影土地改良区

用水路の整備 県営かんがい排水事業等 （Ｓ４５ Ｈ２４）
県営農村地域防災減災事業（Ｈ２５ ）

改修された水路トンネル

山腹水路の維持管理状況
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取
組
前

取
組
内

村全体の９２％を山林が占める急峻な地形であり、農
地がわずか１％に満たない地域
新規就農者等の農地を確保することが困難
農地も山腹にあり強風による被害が発生

中山間地域における高冷地気候を生かした施設野菜の産地形成
【柳の越地区（諸塚村）】

４

○ 高冷地気候を生かした施設園芸の樹立に向け、生産基盤の整備を実施
○ 移住や子育てに関する充実したサポートにより、Ｕターン者の定住化を促進
○ 高冷地気候を生かした施設野菜等の栽培により、他産地との差別化を実施

狭小で条件不利な生産基盤

農用地造成、用排水路・農道の整備、防風ネットの整備
○○○○○○○○○○○○○○○○○○県営中山間地域総合整備事業（Ｈ１８ 1９）

耐候性ハウスの設置○○○○○○○○ 元気な地域づくり交付金（Ｈ1９）
集出荷施設等の設置 共同利用機械の導入

やなぎのこえ

内
容

取
組
後

集出荷施設等の設置、共同利用機械の導入
○○○○○○○○○○○○○○○○○○元気みやざき園芸産地確立事業（Ｈ1９）

高冷地気候を生かした園芸団地の形成

【営農規模】ハウス１６棟 【経営体数】６戸農家
【作 目】ほうれんそう、スイートピー、ミニトマト

【新規就農者の確保と効率的・計画的な営農】
○ 公募により県外からのＵターンを含む６戸が新規就農
○ 生産組合の設立により組合員で協力した集出荷作業や資材
の共同購入などを行うため、効率的・計画的な営農を実現

【地域特性を生かした作物の栽培】
○ 山間地のため平地に比べて風通しが良く、病害虫による被
害が少ないため品質の良い作物の生産が可能

○ 標高が高く、年間を通して気温が低いため、平地では夏場
の栽培が困難な作物も年間を通して作付けでき、安定した
栽培が可能

柳の越園芸団地生産組合の設立（平成１９年６月１日設立）

新規就農者

ほうれんそう
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ひなたのチカラ。

ひなた。それは漢字で書くと「日向」。

ふりかえれば、宮崎は神話の時代から

「日向」と称されてきた土地でした。

ひなたは、ゆったりした時間をつくる。

ひなたは、人柄をあたたかくする。

ひなたは、太陽の恵みで豊かな食を生み出す。

ひなたは、人々に希望と活力をもたらす。

いま、この国に必要なのは、

そんなひなたのチカラだと思う。

宮崎県農政水産部 農村計画課 0985-26-7125（直通）

〃 農村計画課 畑かん営農推進室 0985-26-7129（直通）

〃 農村整備課 0985-26-7143（直通）

中部農林振興局 農村計画課 国営・計画担当 0985-26-7282（直通）

南那珂農林振興局 農村整備課 計画担当 0987-23-4314（直通）

北諸県農林振興局 農村計画課 国営・計画担当 0986-23-4514（直通）

西諸県農林振興局 農村計画課 国営・計画担当 0984-23-4187（直通）

児湯農林振興局 農村計画課 国営・計画担当 0983-22-1367（直通）

東臼杵農林振興局 農村計画課 計画担当 0982-32-6137（直通）

西臼杵支庁 農政水産課 農村計画担当 0982-72-2108（直通）

◆ 問 合 せ 先 ◆

宮崎を、日本のひなたのような存在へ。

そう願う私たちの取り組みが始まります。


